
           阿武町人事行政の運営等の状況について

■問い合わせ　総務課行政係　電話２－３１１０

１　職員の任免及び職員数に関する状況

４人

②　退職 (R7.3.31付）
区分 一般行政職 技能労務職

定 年 退 職 2
退 職 勧 奨
普 通 退 職 1
そ の 他

計 ３人 0人

③　再任用 (R7.4.1付） ４人

④　定年延長 (R7.4.1付） ０人

（２） 一般行政職の級別職員数の状況（令和７年４月１日現在）

区　分 職名 職員数 構成比

10人 16.9%

　

7人 11.9%

　

6人 10.2%

　

18人 30.5%

　

8人 13.6%

　

10人 16.9%

　

59人 100.0%

　     （注）１　阿武町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
　　　　     ２　標準的な職務とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

　町では、人事行政運営等における公正性・透明性を高めるため、「地方公務員法」及び
「阿武町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、職員の任用、職員数、
給与、勤務時間、勤務条件等、令和６年度および令和７年度の概要を公表します。

（１）採用・退職等の状況
①　採用 (R7.4.1付)

標準的な職務内容

６　級
①課長の職務
②主幹の職務

課長
主幹

５　級 課長補佐の職務 課長補佐

４　級
①係長の職務
②主査の職務

係長
主査

３　級 主任の職務 主任

２　級
高度の知識または経験を必要と
する業務を行う職務

主任主事

１　級 定型的業務を行う職務 主事

合　計



（３） 部門別職員数の状況と主な増減理由

対 前 年 主　　な

令和５年 令和６年 令和７年 増 減 数 増減理由

議会・総務等 19 19 20 1

税務 3 3 3 0

民生・衛生 15 16 16 0

経済 5 6 5 △ 1

土木 5 5 5 0

教育 3 4 5 1

病院（診療所） 3 2 2 0

その他 3 3 3 0

56 58 59 1
[65] [65] [65]

　     （注）１　職員数は一般職に属する職員数です。
　　　　     ２　[　　 ]内は、条例定数の合計です。

２　職員の給与の状況
（１）人件費の状況（普通会計決算）

住民基本台帳人口 歳 出 額 人 件 費 人件費率 (参考)
(令和６年度末) Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 令和５年度率

　　　（注）人件費には職員給与に加え、退職手当支給事務特別負担金、報酬等を含みます。

（２）職員給与費の状況（普通会計予算）
職員数 １人当たり給与費

Ａ 給　 料 職員手当 期末･勤勉手当 計　 Ｂ Ｂ／Ａ

　     （注）１　職員手当には退職手当を含みません。
　　　　     ２　給与費は当初予算に計上された額です。

（３） 職員の平均年齢、平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）
　　  ①一般行政職  ②技能労務職

平均年齢 平均給料月額 平均年齢 平均給料月額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（４） 職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）
阿　武　町 国

初任給 初任給

大 学 卒 220,000円 220,000円
高 校 卒 188,000円 188,000円
高 校 卒 － －
中 学 卒 － －

区　分
　　職　　員　　数

47 49 49 0

（各年４月１日現在）

部　門

特別行政部門
小　　計 3 4 5 1

一般行政部門

小　　計

公営企業等会
計部門

小　　計 6 5 5 0

合　計

区　分 実質収支

令和６年度 2,904 33億6,712万円 10億9,035万円 6億184万円 17.9% 17.9%

区　分
給　　　　　与　　　　　費

令和７年度 54 2億113万円 3,080万円 8,142万円 3億1,335万円 580万円

40歳8月 310,369円 － －

　　区　　　　分

一般行政職

技能労務職



（５） 期末手当・勤勉手当の状況（令和７年４月１日現在）

期末手当（月分） 勤勉手当（月分） 期末手当（月分） 勤勉手当（月分）

６月期 1.250 1.050 1.250 1.050
１２月期 1.250 1.050 1.250 1.050

計 2.500 2.100 2.500 2.100

（６）退職手当の状況（令和７年４月１日現在）

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 19.67月分 24.59月分 19.67月分 24.59月分

勤続２５年 28.04月分 33.27月分 28.04月分 33.27月分

勤続３５年 39.76月分 47.71月分 39.76月分 47.71月分

最高限度額 47.71月分 47.71月分 47.71月分 47.71月分

その他の加算措
置

退職時特別昇給

　   

（７）特殊勤務手当

一般行政職 500円／日

一般行政職 3,000円／件

2,000円／日

1,000円／半日

（８）時間外勤務手当

5,333千円

152千円

　    （注）　職員１人当たり支給額は、管理職を除く職員に支給された平均額

区分
阿武町 国

加算の状況
職制上の段階、職務の級等によ
る加算措置　：　有

職制上の段階、職務の級等によ
る加算措置　：　有

区分
阿武町 国

定年前早期退職特例
2％～20％加算

定年前早期退職特例
2％～45％加算

無 無

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 5,000円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） 6.00%

手 当 の 種 類 （ 手 当 数 ） 勤務手当（１）

主な支給対象職
員

主な支給対象業務
左記職員に対す
る支給単価

勤務手当

外勤して徴税事務に従事した場合

死体の収容、処理に従事する者

一般行政職
特殊自動車（除雪　塵芥処理等）の
運転に従事した者

手当の名称

危険手当 一般行政職
感染症予防救治のため患家に立入
り職務に従事した者

1,000円／件

支給実績（令和６年度決算）

職 員 １ 人 当 た り 支 給 年 額
（ 令 和 ６ 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 15千円



（９） その他の手当

（令和６年度決算） （令和６年度決算）

扶養手当 同 5,101千円 221,783円

住居手当 同 2,420千円 127,368円

通勤手当 同 1,767千円 93,000円

管理職手当 異 定額 6,056千円 318,737円

休日勤務手当 同 - -

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度との

異同
国の制度と
異なる内容

支給実績
支給職員１人当たり

平均支給年額

　扶養親族のある職員に対して支給す
る。（２２歳に達する日以後の最初の３月
３１日までの間にある子・・・１０，０００円、
配偶者、２２歳に達する日以後の最初の
３月３１日までの間にある孫、６０歳以上
の父母及び祖父母、２２歳に達する日以
後の最初の３月３１日までの間にある弟
妹、重度心身障害者・・・６，５００円、扶養
親族たる子のうちに１５歳に達する日以
後の４月１日から満２２歳に達する日以
後の最初の３月３１日までの間にある子
がいる場合５，０００円を加算した額。

　自ら居住するため住宅を借り受け、月
額１万６千円を超える家賃を支払ってい
る職員（月額２７，０００円以下の家賃を
支払っている職員　・・・家賃の月額から１
７，０００円を控除した額）、月額２７，００
０円を超える家賃を支払っている職員・・・
家賃の月額から２７，０００円を控除した
額の２分の１（その控除した額の２分の１
が１７，０００円を超えるときは、１７，０００
円）を１１，０００円を加算した額）。

　通勤のため交通機関を利用してその運
賃又料金を負担することを常例とする職
員・・・支給単位期間につき、町長の定め
るところにより算出したその者の支給単
位期間の通勤に要する運賃等の額に相
当する額ただし、運賃等相当額を支給単
位期間の月数で除して得た額が５５，００
０円を超えるときは、１箇月当たりの運賃
等相当額と５５，０００円との差額の２分
の１を５５，０００円に加算した額に支給単
位期間の月数を乗じて得た額
　通勤のため自動車その他の交通の用
具で別に町長の定めるものを使用するこ
とを常例とする職員・・・自動車等の使用
距離　片道２キロ～５キロ未満→２，０００
円、片道５キロ～１０キロ未満→４，２００
円、片道１０キロ～１５キロ未満→７，１０
０円、片道１５キロ～２０キロ未満→１０，
０００円、片道２０キロ～２５キロ未満→１
２，９００円、片道２５キロ～３０キロ未満
→１５，８００円、片道３０キロ～３５キロ未
満→１８，７００円、片道３５キロ～４０キロ
未満→２１，６００円、片道４０キロ～４５
キロ未満→２４，４００円、片道４５キロ～
５０キロ未満→２６，２００円、片道５０キロ
～５５キロ未満→２８，０００円、５５キロ～
６０キロ未満→２９，８００円、片道６０キロ
～３１，６００円

　管理、又は監督の地位にある職員のう
ち、その職務の特殊性に基づき町長の指
定する職にある者に対して支給する。（課
長職40,000円、主幹職30,000円、課長補
佐職26,000円）

　祝日法による休日等及び年末年始の休
日等において、正規の勤務時間中に勤務
することを命ぜられた職員には、正規の
勤務時間中に勤務した全時間に対して勤
務１時間当たりの給与額の１００分の１３
５を休日勤務手当として支給する。



６月期 １２月期

町 長 703,000円 1.725月分 1.725月分

副 町 長 568,000円 1.725月分 1.725月分

教 育 長 532,000円 1.725月分 1.725月分

議 長 258,000円 1.725月分 1.725月分

副 議 長 210,000円 1.725月分 1.725月分

議 員 190,000円 1.725月分 1.725月分

１週間の勤務時間

開始時刻

終了時刻

休憩時間

9.5日

　 年次有給休暇は、１年ごとに２０日付与され、残日数は翌年に繰り越すことができます。

療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最低限の期間

（１０）特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）

区　　　　　分
給料（報酬）

月額
期末手当 職制上の

加算措置
退職手当

有

給料月額に在職期間１年につき１００
分の５００の割合を乗じて得た額

給料月額に在職期間１年につき１００
分の３００の割合を乗じて得た額

給料月額に在職期間１年につき１００
分の２６０の割合を乗じて得た額

３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）一般職員の勤務時間

38.75時間

8:30

17:15

12:00～13:00

（注）　平成１９年４月１日から休息時間を廃止しています。公務の運営上の事情等により特別の形態によっ
て勤務する必要のある職員の勤務時間については、各任命権者が別に定めています。

（２）　年次有給休暇
令和６年　平均使用日数

（３）　特別休暇等
　 負傷や病気による療養、選挙権の行使、結婚、出産など条例や規則で定める事由に該当当する場合に
は、特別休暇等を付与しています。

特　別　休　暇 付　与　日　数

選挙権その他公民としての権利行使 必要と認められる期間

証人等としての裁判所等への出頭 必要と認められる期間

骨髄移植のための骨髄液提供 必要と認められる期間

ボランティア活動 年５日以内

職員の結婚 ７日以内

職員の分べん 産前８週から産後８週

育児（生後１年に達しない子） １日２回それぞれ３０分以内

職員の妻の出産 ３日以内

男性職員の育児参加 ５日以内

子（小学校就学前）の看護 年５日以内

要介護者（配偶者、父母等）の介護 年５日以内（要介護者２人以上は年１０日以内）

忌引 １０日以内

父母、配偶者、子の祭日 １日

災害による住居の滅失又は損壊 ７日以内

災害による交通遮断等 必要と認められる期間

生理日 月３日以内

妊産婦の健康診断 必要と認められる期間

妊婦の通勤緩和 １日１時間以内

妊娠障害 １４日以内

夏季休暇 ３日以内

病気休暇



 　令和６年度の介護休暇の取得状況 無し

  令和６年度の育児休業及び部分休業の取得状況 １名

１人

１人

地方公務員法の規定により次のような職務上の義務があります。

①　法令等及び上司の職務上の命令に従う義務

②　信用失墜行為の禁止

③　秘密を守る義務

④　職務に専念する義務

⑤　政治的行為の制限

⑥　争議行為の禁止

⑦　営利企業等の従事制限

（１）職員研修の状況
本町の人材育成として、山口県ひとづくり財団等での研修を行い職員の資質の向上に努めます。
令和６年度の研修実績 ・山口県ひとづくり財団：５０人（延べ）

・山口県町村会：２人
・町研修：２３講座　７１８人（延べ）

（２）勤務成績の評定の状況

人事評価実施規程のもと、全職員を対象に実施。

（１）福利厚生制度に関する状況（令和６年度）
・人間ドック ４２人 　※医療機関が実施する総合健診（３０歳以上の希望者）
・定期健康診断 １９人 　※町が実施する一般健診

（２）公務災害の認定状況（令和６年度）
・公務災害認定 該当なし
・通勤災害認定 該当なし

（１）勤務条件に関する措置状況（令和６年度）
　　　該当無し

（２）不利益処分に関する不服申立ての状況（令和６年度）
　　　該当無し

（４）　介護休暇

５　職員の服務の状況

６　職員の研修及び勤務成績の評定の状況

７　職員の福祉及び利益の保護の状況

８　公平委員会に係る業務の状況

　 職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷又は老齢により介護するため勤務しないことが相当で
あると認められた場合は、６月の範囲内で取得することが可能です。

（５）　育児休業等

　 職員が３歳に満たない子を養育するため、当該子が３歳に達するまで、育児のために休業等をすることが
認められる制度です。

４　職員の分限及び懲戒処分の状況（令和６年度）
（１）　分限処分者数

（２）　懲戒処分者数


